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（開催）
第１条 本市におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に関する事項について検討を行うため、
「北九州市ＤＸ推進懇話会」（以下「懇話会」という。）を開催する。

（懇話会の役割）
第２条 懇話会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 本市におけるDX推進に係る施策に関すること。
(2) その他DX推進に関して必要な事項に関すること。

（開催）
第１条 本市におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に関する事項について検討を行うため、
「北九州市ＤＸ推進懇話会」（以下「懇話会」という。）を開催する。

（懇話会の役割）
第２条 懇話会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 本市におけるDX推進に係る施策に関すること。
(2) その他DX推進に関して必要な事項に関すること。

懇話会開催の目的・開催スケジュール

懇話会（第１回）

令和４年2月９日 ６月～７月頃予定

懇話会（第2回）

翌
年
度
以
降
も
年
２
回
程
度
開
催

開催スケジュール（予定）

「北九州市ＤＸ推進懇話会」 開催要綱 抜粋「北九州市ＤＸ推進懇話会」 開催要綱 抜粋

懇話会開催の目的

（議題）
令和３年度の取組
令和４年度の取組予定
主な成果目標

（議題（予定））
令和３年度の取組結果

１月～２月頃予定

懇話会（第３回）

（議題（予定））
令和４年度の取組
令和５年度の取組予定

令和５年度
予算編成作業

懇話会
意見反映
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ＤＸ推進のための基盤整備
■全庁業務量調査の実施（業務改⾰推進の基礎資料）
■モバイル端末導入・活用推進（多様な働き方の実現）
■デジタル人材育成（デジタル化を牽引する職員育成）
■地域DXにつなげるための連絡体制構築等に着手

窓口サービス改革
「書かない」、「待たない」の実現
■申請書作成支援サービス
（複数の申請で重複した記⼊を不要に）
◎⼩倉北区役所
「高齢者・障害者相談コーナー」
「おくやみコーナー」 で実施中

市役所業務の効率化・⾼度化
事務処理をデジタルで完結できる体制の整備
■デジラボ本格稼働
（定型業務等をデジタルで集中処理）
■ローコードツールの活用
（業務システムの内製化推進）
■ＡＩ・ＲＰＡの活用
（定型・⼤量の事務処理をデジタル化）

市⺠サービス改革
「⾏かなくていい」の実現
■オンライン手続き推進
（1,031手続きオンライン化済）

■手続きガイド機能拡充
（転入・転出・結婚など６手続き追加）

■マイナンバーカードを活用した
図書館アプリ実証

市⺠⼀⼈⼀⼈に合わせたデジタル化
全ての市⺠にデジタル化の恩恵を
■窓口のクラウド化実証（リモート相談）
（出張所等のサービスを充実）

■高齢者等を対象とした「デジタル活用講座」
（デジタル活用のきっかけづくり）

令和３年度 ＤＸ推進の取組
「北九州市ＤＸ推進計画」の策定【ＤＸ推進の指針】
「デジタルで快適・便利な幸せなまちへ」
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手続きの押印見直し・オンライン化

押
印
見
直
し

オ
ン
ラ
イ
ン
化

＋

法令等で押印が義務
付けられていた

1,500手続きのうち

Ｒ３.８月時点

658
種類

オンライン化済

【総計】

1,031
種類

オンライン化
完了

R3.3月末時点

3,606
種類廃止

新たに

324
種類廃止

【総計】

オ
ン
ラ
イ
ン
化
推
進

新たに

373
種類

オンライン化

3,930
種類廃止

＋

市⺠サービス向上① 手続きのオンライン化推進

法改正等により
押印廃止が可能となったもの
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“書かない”“待たない”サービスの実証 手続きガイド＋申請書作成支援（R3.9~）

障害者手帳の新規交付時に必要な幅広い
福祉サービスの案内を、簡単な質問に答えて
もらう（①）だけで分かりやすく案内（②）

⽒名や住所など共通項⽬を入⼒（③）
すれば、複数の申請書に印字して
渡せる（④）ので、繰り返し記入不要

１ ２ ３

４
書かない
待たない

市⺠サービス向上② 各種実証実験の実施
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区役所側

出張所側

職員

市⺠

市⺠サービス向上② 各種実証実験の実施

“⾏かなくていい”サービスの実証 リモート窓口相談（R4.1~）
区役所と出張所をTV会議システムで繋ぎ、通常は区役所でしか受けていない相談内容を出張所で受け付け
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市⺠サービス向上③ マイナンバーカードの普及促進

マイナンバーカードの電⼦証明書を活用した図書館アプリを利用する実証を実施し、マイナンバーカード
の普及及び図書館利用者のサービス向上につなげていく。

〇 マイナンバーカードの電⼦証明書を活用した図書館アプリの利用者登録
〇 図書館アプリの利用者カードとしての利用
〇 図書館アプリを利用した予約 等

実証内容

利⽤までの流れ

マイナンバーカードを活⽤した図書館アプリの実証

①図書館アプリで

「利用者登録」を
選択

②マイナンバーカー
ドをスマホにかざし
PWを入力
署名用電子証明書
にて本人確認

③氏名、住所、生年
月日、性別は自動で
入力
メールアドレス等は
追加登録が必要

待たない、
行かなくていい

④登録完了 ⑤図書館アプリで
バーコードを表示

※画面は開発中のため変更となる
可能性があります。

ＮＥＣ資料から抜粋

書かない

このバーコードを図書館での
利用者カード代わりに利用

※マイナンバーカードは
持参不要 8



「デジラボ」とは

「デジラボ」の概要

〇ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術を活用した事務作業を各部署から集約して検証・実⾏
〇ＡＩ・ＲＰＡ等を活用した業務に関する質問・相談を随時受け付け
〇各業務所管課への伴走支援を実施

１ AIによる議事録作成支援サービス
・全庁の会議等の音声データを
テキストデータに変換

・８か月で約1,000件稼働し、
約4,000時間の業務削減

３ RPA集約処理サービス

２ AI-OCRサービス

・各局の⼤量・反復処理業務をRPAで
自動化

・８か月で約400時間の業務削減

・各部署が紙帳票をAI-OCRを利用して
データ化

・８か月で約715時間の業務削減

業務効率化①

８か月で５，１１５時間の業務削減（R3.5~12）
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概要
新型コロナウイルス陽性者等管理アプリ（保健福祉局 感染症医療対策課）

従来紙でばらばらに管理していた新型コロナウイルス陽性者や健康観察等の各種情報を
デジタル化し⼀元管理することで、業務効率化とペーパーレス化を図る。
また、市⺠の負担軽減を図るため、⼀部の情報は、⻑時間の聞き取り調査に代えて、市

⺠が直接Webフォームに入⼒する方法（電⼦申請）を試⾏している。R4.1本運用開始

導入前 導入後

kintone導入

陽性者の調査内容や
日々の健康観察を手書
きし、ファイリング

誰かが陽性者の対応のた
めにファイルを持ちだす
と、所在が分からなくな
り、他の業務が停滞する

どこ？！

陽性者の調査内容や
日々の健康観察を聞き
取り、kintoneに入力

データベース化している
ため、複数の人が同時に
検索や参照可能となる

従来と同じ外見でExcelに
出力できるため、視認性
を損なわずにペーパーレ
スにも貢献でき、他課と
の共有も容易になる

紙ファイルによる管理は
件数が増えると整理や検
索に時間がかかる

ローコードツールの活⽤実績業務効率化②
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概要

⽼朽空き家除却補助現地判定アプリ（建築都市局 監察指導課）

⽼朽空き家除却促進補助⾦の事前相談について、補助対象判定業務の効率化を⾏ってい
る。モバイル端末を活用し、現地にて対象建築物の情報入⼒や状況写真の編集などを⾏う
ことで自動的に資料を作成できるため、現地調査後に⾏っていた判定会議のための資料準
備等が不要になる。年間157時間の作業時間削減⾒込み。R3.12本運用開始

ローコードツールの活⽤実績業務効率化②
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※実施期間・時期については、調査の進捗状況に応じ、柔軟に対応

☞各局と調整しながら
具体的な取組
を伴走型で支援

[対象業務]
①情報システム標準化・
共通化対象業務

②他都市取組事例と
類似業務

③全庁共通業務
④時間外の多い部署

など

市役所のＤＸを本格的に推進するにあたり、前提となるＢＰＲ（業務改革）に令和3年度下期で徹底的・集中的
に取組む

R3.１１～1２
(1～２カ月間程度)

R４.２～
(3カ月間程度)

R４.４～ R４.６以降

第１段階 第２段階 第３段階

[実施内容]
①業務量の把握
・業務数
・作業時間数
・取扱件数等

②業務内容の整理
・コア業務or
ノンコア業務

☞業務量調査ツール
（Exｃel)を活用

☞デジタル市役所推進室と
コニカミノルタ社の協働
でヒアリング、伴走型で
作成

〇全庁全業務を
対象に実施

[抽出業務]
①見直し可能な業務
②デジタル化可能な
業務

③BPO可能な業務
など

業務量調査 詳細調査 詳細調査の
フォロー

取組の推進・進捗管理

〇業務フロー・
業務手順書を
作成・助言

〇コア・ノンコアの
分別
見直しの要否を
分類

詳細調査
対象業務
の抽出

（コニカミノルタ社と連携協定を締結し、協働で実施）

ＢＰＲの実施について（業務量調査）

ＢＰＲの取組の流れ

調整・助言 分析

今回詳細調査に移行しない
業務はR4年度以降に調査実施

［活用方法］
○見直しの推進
○業務マニュアルの
見直し

〇業務引継ぎの
確実な実施

結果の活⽤

〇調査で得られた
データ・分析結果
の全庁的な活用

試
行
調
査
を
実
施

プレ
調査

数
部
署
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

実施時期
の目安

業務量調査
業務手順書
データの
掘り下げ

継続的な
⾒直し

今はこの段階

業務効率化③
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働き方改革 モバイル端末等の活⽤

職員のテレワークや外勤先での活用など、柔軟で多様な働き方の実現のため、
職場と同様の環境で業務ができる「モバイル端末」を全庁的に導入（1,500台）

【活用場面】
〇テレワーク（在宅・サテライトオフィス）
〇モバイルワーク（外勤先・出張先での活用）
〇災害対応等（避難所等での活用） など

モバイル端末の本格導入（R3.9）

ペーパーレス会議・Ｗｅｂ会議の推進

【テレワーク推進のための取組】（国のテレワーク月間にあわせ、R３.11〜12に集中的に実施））
①管理職テレワーク研修 ︓全管理職を対象としたテレワークの実践
②サテライトオフィス試⾏設置︓市内２カ所にサテライトオフィスを設置
③モバイル端末活用提案募集 ︓全庁から効果的な活用提案を募集
④職員意識調査 ︓テレワーク等に関するニーズの把握

モバイル端末やペーパーレス会議システムなどを導入し、職員の働き方改革のための環境を整備

〇ペーパーレス会議システムを導入し、各局に配備しているipadを活用して
幹部会議や課⻑会議などをペーパーレスで実施中

〇共有の会議室にWeb会議システムを設置、Web会議を推進（ipadも活用）

〇職場内の会議、資料説明などは、モバイル端末とモニターを活用して、
完全ペーパーレスでの実施を推進 13
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